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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年１１月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 操縦者死亡 

発生日時 平成２９年６月１６日 １６時５０分ごろ 

発生場所 群馬県千代田町の利根川 

赤岩三等三角点から真方位２５１°１,７７０ｍ付近 

（概位 北緯３６°１２.７′ 東経１３９°２５.４′） 

事故の概要 水上オートバイ H
エイチ

K
ケイ

-Ⅱ
ツー

は、利根川を航走中、操縦者が落水し、下

流に流されて行方不明となり、後日、遺体で発見された。 

事故調査の経過  平成２９年６月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が死亡しているため、行わなか

った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ HK-Ⅱ、５トン未満 

２４１－１５３６５群馬、個人所有 

２.３３ｍ（Lr）×０.９３ｍ×０.２９ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、６２.５２kＷ、平成９年７月 

 乗組員等に関する情報 操縦者（ブラジル連邦共和国籍） 男性 ３１歳 

 操縦免許なし 

同乗者（ブラジル連邦共和国籍） 男性 ２８歳 

 操縦免許なし 

 死傷者等 死亡 １人（操縦者） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東北東、風力 ５、視界 良好 

川の状況：波高 約０.５ｍ、水温 約１９℃、気温 約２１℃ 

 事故の経過  本船は、本船の実質的な所有者であった同乗者と操縦者の間で本船

を売買する話があり、操縦者が操縦性能等を試す目的で操縦して後ろ

に同乗者を乗せ、平成２９年６月１６日１６時４０分ごろ群馬県千代

田町舞木の河川敷を発進し、その後、利根川の中州に向かって流れを

横切るように南西進を始めた。 

河川敷にいた友人は、１６時５０分ごろ赤岩三等三角点から真方位

２５１°１,７７０ｍ付近で、操縦者が、風力５の東北東風が吹き、

波高約０.５ｍの波がある状況下、中州の手前で上流方向に向かって

ハンドルを右に切った際、操縦者及び同乗者が身体のバランスを崩
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し、相次いで左側に落水したのを目撃した。 

 友人は、付近で遊走中の他の水上オートバイに依頼して救助に向か

い、同乗者は救助されたものの、同人を救助する間に操縦者は下流に

流されて行方不明となり、警察、消防の捜索が行われ、その後、２１

日０９時０７分落水地点から約５km下流の埼玉県行田市須加の利根川

において、操縦者は発見され、死亡が確認された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 操縦者と同乗者は、本事故当日１５時００分ごろ友人４人（いずれ

もブラジル連邦共和国籍）と舞木の河川敷に集まっていた。 

本船は、ブラジル連邦共和国籍者間で、所有者移転の登録がされな

い状態で転売されており、本事故当時、同乗者が本船の実質的な所有

者となっていた。 

本船は、平成２２年９月８日の中間検査以降、検査を受けていなか

った。 

本船は、機関の始動に時間が掛かり、航走を始めたのが１６時４０

分ごろであった。 

操縦者がハンドルバーを握って座席の前部に乗り、同乗者が右手を

操縦者の腹部に回し、左手で後部のグリップハンドルを握った姿勢で

操縦者の後方に乗っていた。 

操縦者と同乗者は救命胴衣を着用していなかった。 

操縦者の死因は、司法解剖の結果、落水後、短時間のうちに河川水

を吸引したことによる窒息（溺水）と検案された。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

不明 

不明 

 操縦者の死因は、溺水であった。 

操縦者は、落水して溺死したものと考えられるが、その状況を明ら

かにすることはできなかった。 

 操縦者は、特殊小型船舶操縦免許を受けていなかったことから、水

上オートバイを操縦してはならなかった。 

原因  本事故は、本船が、利根川を航走中、救命胴衣を着用していなかっ

た操縦者が落水して溺水したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・特殊小型船舶操縦士免許を受けていない者は、水上オートバイを

操縦しないこと。 

・水上オートバイに乗船する際は、転落に備えて救命胴衣を着用す

ること。 

・所有者が移転した際には登録手続を行い、船体は、定期検査・中
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間検査を行うこと。 

・水上オートバイには、救命胴衣、小型船舶用信号紅炎（条件によ

っては不要又は携帯電話の代替可）及び係船索を備えること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国土地理院Ｗｅｂサイトの地理院地図使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国土地理院Ｗｅｂサイトの地理院地図使用 

群馬県千代田町舞木 

埼玉県行田市 

遺体発見場所付近 

赤岩三等三角点 

発進場所 

事故発生場所 

（平成２９年６月１６日 

１６時５０分ごろ） 

群馬県千代田町舞木 


